
 

 

物流効率化推進事業（補助金） 

 

平成１８年度募集案内 

（２次募集） 
 

 

 

 
 
公募申請書受付期間   

平成１８年８月１日（火）～ 平成１８年８月３１日（木） 
                              （必着） 
   

 

 

 受付先及び問い合わせ先 

  各経済産業局担当課（流通産業課、流通・サービス産業課、流通・サービス

産業室等） 

 

 ※受付窓口となる経済産業局は、提案しようとする物流効率化推進事業の活動

地区により異なります（補助事業活動の範囲が複数の経済産業局にまたがる

場合にあっては、主たる補助事業活動地区を所轄する経済産業局が受付窓口

となります。【Ｐ．７参照】  

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

平成１８年８月 

 

 

経済産業省 

中小企業庁 
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物流効率化推進事業（補助金）について 
 

 

Ⅰ 補助金制度について 
 
１. 事 業 の 目 的 
 
    本事業は、意欲ある中小企業者（注１）等によって構成される組合及び任意団体等が、
物流機能の強化を図っていくために行う調査研究・基本計画策定事業、事業計画・シス
テム設計事業及び実験的事業運営事業を実施することにより物流効率化を推進し、もっ
て省エネルギー化の推進に資することを目的としています。 

 
２. 補 助 対 象 者 

 
（１）中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）その他特別   

の法律に規定する組合であって、主として中小企業者によって構成されていること。
（注２） 

 
 
（２）民法第３４条の規定による社団法人であって、当該社団法人の直接又は間接の構

成員の３分の２以上が中小企業者であること。 
                            
 
 （３）以下の要件をすべて満たす、経済産業局長が実施主体として適当と認める任意団

体、財団法人及び上記（２）以外の社団法人等。 
      ① その団体が運営規定等を有しており、かつ、以下の要件について運営規  
     定等で明確化されていること。 
           イ．本事業の目的に沿う事業内容 
           ロ．補助金を受けようとする当該団体の代表者又は当該団体員が、補助  
       金を不正に使用した場合の責任の所在 
       ② その団体が行おうとする事業の内容が本事業の目的に適するものである  
     こと。 
     
 
 
  （注１） 
      中小企業者とは以下のものをいいます。 

①  資本の額又は出資の総額が３億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が３
００人以下の会社及び個人で製造業、建設業、運輸業その他の業種（②～④に掲げ
る業種を除く）に属する事業を主たる事業として営むもの。 

②  資本の額又は出資の総額が１億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が１
００人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営む
もの。 

③  資本の額又は出資の総額が５０００万円以下の会社並びに常時使用する従業  
 員の数が１００人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主  
 たる事業として営むもの。 
④  資本の額又は出資の総額が５０００万円以下の会社並びに常時使用する従業員の
数が５０人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として
営むもの。 

  （注２） 
      中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）その他特別の法律

に規定する組合とは以下のものをいいます。ただし、火災共済協同組合、信用協同組
合及び同組合連合会を除きます。 
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   ①  事 業 協 同 組 合 
   ②  事業協同小組合 
    ③  協同組合連合会 
    ④  企 業 組 合 
    ⑤  協 業 組 合 
    ⑥  商 工 組 合 
    ⑦  商工組合連合会 
    ⑧  水産加工業協同組合 
    ⑨  水産加工業協同組合連合会 
 
３. 補 助 対 象 事 業 
   補助事業は、物流機能の強化に資するテーマであって、次に掲げる事業内容である

ものとします。 
 
（１）調査研究・基本計画策定事業 

       次に掲げるテーマ等であって、物流の現状、物流機能強化のための調査・分析等
具体的な方向性を決めるための調査研究及び基本計画策定を行う事業。 
 イ．受発注・輸配送情報ネットワークの構築 
 ロ．共同物流加工事業の実施 
 ハ．共同配送事業の実施 
 ニ．物流配送センターの設置 
 ホ．共同物流システムの構築 

 
（２）事業計画・システム設計事業 

     前記(1)に該当する事業を実施した組合及び任意団体等又は(1)に該当する事業を
実施したと同等の事業計画を既に有していると認められる組合及び任意団体等が、
その実現化を図るために必要とする事業計画、システム設計を行う事業。 

 
  （３）実験的事業運営事業 

前記(2)に該当する事業を実施した組合及び任意団体等又は(2)に該当する事業を
実施したと同等の事業計画、システムをすでに有していると認められる組合及び
任意団体等が、物流効率化先進モデルのシミュレーションを行い、広く示すこと
により他の事業者に物流の重要性を認識させるために必要なモデル実験を行う事
業。 

 
 注１）申請前に事業の着手（補助対象費用にかかる売買、請負、委託等の契約の締

結及び発注行為）がなされていないこと。（見積もり等の徴収は可能） 
 注２）本補助事業は、必要に応じ単年度に(１)～(３)に跨る事業も補助対象となります。 
 注３）本事業への取組にあたり参加者(委員会等出席者)は企業のトップ又は企業の  
   トップに準ずるものとし、原則として、年間を通じて同一人が出席すること。 
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４．補 助 対 象 経 費 
 

団体に対する補助金の交付の対象となる経費  
        補 助 対 象 経 費 の 区 分  

    補助事業の区分 
 経費の区分           内       容 

 諸 謝 金  委員謝金 

 旅   費  委員旅費、調査旅費、職員旅費 

 
 庁   費 

 会議費、会場借料、通信運搬費、資料作 
 成費、原稿料、印刷費、雑役務費、消耗 
 品費 

 
   ①調査研究・ 
 
     基本計画 
 
   策定事業 

 委 託 費  調査研究・基本計画策定事業の一部を委 
 託する経費 

 諸 謝 金  委員謝金、講師謝金 

 旅   費  委員旅費、講師旅費、調査旅費、職員旅 
 費 

 庁   費  会議費、会場借料、通信運搬費、資料作 
 成費、計画書作成費、テキスト作成費、 
 実習研修資材費、雑役務費、消耗品費、 
 備品費 

 
   ②事業計画・ 
 
     システム 
 
   設計事業 

 委 託 費  事業計画・システム設計事業の一部を委 
 託する経費 

 諸 謝 金  委員謝金、専門家謝金 

 旅   費  委員旅費、専門家旅費、調査旅費、職員 
 旅費 

 庁   費  借料・損料、会議費、通信運搬費、資料 
 作成費、原稿料、報告書作成費、雑役務 
 費、消耗品費 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 物 
 
 流 
 
 効 
 
 率 
 
 化 
 
 推 
 
 進 
 
 事 
 
 業  

   ③実験的事業 
 
     運営事業 

 委 託 費  実験的事業運営事業の一部を委託する経 
 費 
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５．補 助 率 等 
   補助率は、上記補助対象経費の１０分の６以内となっています。 
 
    補助限度額は、原則以下のとおりとなっています。 
    （調査研究・基本計画策定事業）        
        １件当たり１００万円以上  ６１８万円以下 
    （事業計画・システム設計事業）      
        １件当たり１００万円以上１，２４１万円以下 
    （実験的事業運営事業）              
        １件当たり１００万円以上２，７０４万円以下 
 
６．公 募 手 続 等 
    ①事業計画書受付先及び問い合わせ先 
              補助事業者の主たる補助事業の活動地区を所轄する各経済産業局
         及び沖縄総合事務局  
    ②受付期間   平成１８年８月１日（火）～ ８月３１日（木）必着 
    ③提出書類   ①事業計画書（計画書の様式参照） 
         ②直近の｢事業報告書/決算報告書｣、｢事業計画書/収支予算書｣ 
         ③定款（財団法人の場合は寄付行為） 
         ④団体の事業内容、補助金を受けようとする任意団体の代表者又
          は当該団体員が、補助金を不正に使用した場合の責任の所在等
          が明記された運営規定（任意団体のみ提出） 
         ⑤資金調達の方法（自己負担する資金の調達方法が分かるもの） 
             ※提出書類のほか、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求め 
                   ることがあります。なお、提出書類等の返却はしません。 
  ④提出部数  正１部、副（コピー可）２部 
    ⑤審  査   所轄する経済産業局及び沖縄総合事務局において、提出書類等に
        ついて審査を行います。 
    ⑥通    知   審査結果（採択又は不採択）について、後日、所轄する経済産業
        局から計画書提出者あて通知します。 
                  その結果、採択となった方は、当該補助金の交付に係る必要な手
        続きを行っていただきます。 
    ⑦公    表   採択となった場合には、組合等名、代表者名、事業テーマ、 
         住所、電話番号、補助金交付年度を公表します。 
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７．補 助 事 業 期 間 
    補助事業期間は、交付決定日から平成１９年３月３１日までとなります。 
 
８．補助事業者の義務 
     当該事業に係る補助金の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守らなければ
  なりません。 
   ①  交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分又は内容を変更しようとする
    場合、若しくは補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、事前に承認を
    得なければなりません。 
   ②  補助事業の交付年度半ばの遂行状況について報告しなければなりません。 
    ③  補助事業を完了した場合又は会計年度終了後、実績報告書を提出しなけれ
    ばなりません。 
   ④ 補助事業年度終了後に、補助事業者から、その当該事業の現状（進捗状況
    ）、省エネ効果、研究成果等について発表（報告）してもらうことがありま
    す。 
   ⑤ 交付申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額して
    申請しなければなりません。 
     ただし、申請時において、当該消費税仕入控除税額が明らかでないものに
    ついては、この限りではありません。 
      なお、消費税仕入控除税額が確定した場合には、経済産業局長に速やかに
    報告し、指示に従わなければなりません。 
   ⑥ 補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした帳簿及び証拠
    書類を整理し、交付年度終了後５年間保存しなければなりません。 
 
９．研究成果の帰属 
   補助事業を実施することにより特許権等の知的所有権が発生した場合は、補助
  事業者に帰属します。 
 
10．そ の 他 
    補助金の支払いは補助事業終了後、原則として精算払いとなります。 
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Ⅱ 受付先及び問い合わせ先  
  

名称及び担当課  所     在     地  電   話  所轄する都道府県名  

 北海道経済産業局  
  産業部 
   流通産業課  

〒060-0808 
 札幌市北区北8条西2丁目1-1 

 
 011-738-3236 

 
 北海道  

 東北経済産業局  
  産業部  
  商業・流通ｻｰﾋﾞｽ 

産業課 

〒980-8403 
  仙台市青葉区本町3-3-1 

 
 022-263-1194 

 青森、岩手、宮城、  
 
 秋田、山形、福島  

 関東経済産業局  
  産業部  
  流通･ｻｰﾋﾞｽ産業課 

〒330-9715 
  埼玉県さいたま市中央区  
 新都心1-1 
    さいたま新都心合同庁舎  
   １号館  

 
 048-600-0346 

 茨城、栃木、群馬、  
 埼玉、千葉、東京、  
 神奈川、新潟、長野  
 山梨、静岡  

 中部経済産業局  
  産業部  
  流通･ｻｰﾋﾞｽ産業課 
   

〒460-8510 
  名古屋市中区三の丸2-5-2 

 
 052-951-0597 

 愛知、岐阜、三重、  
 
 富山、石川  

 近畿経済産業局  
  産業部  
  流通･ｻｰﾋﾞｽ産業課 

〒540-8535 
  大阪市中央区大手前1-5-44 

 
 06-6966-6025 

 福井、滋賀、京都、  
 大阪、兵庫、奈良、  
 和歌山  

 中国経済産業局  
  産業部産業振興課  
  流通 ･ｻｰﾋﾞｽ･商業

室 

〒730-8531 
  広島市中区上八丁堀6-30 
   広島合同庁舎２号館 

 
 082-224-5653 

 鳥取、島根、岡山、  
 
 広島、山口  

 四国経済産業局  
  産業部産業振興課  
  流通･ｻｰﾋﾞｽ産業室 

〒760-8512 
  香川県高松市番町l-10-6 

 
 087-863-3518 

 徳島、香川、愛媛、  
 
 高知  

 九州経済産業局  
  産業部  
  流通･ｻｰﾋﾞｽ産業課 

〒812-0013 
  福岡市博多区博多駅東2-l1-1 

 
 092-482-5455 

 福岡、佐賀、長崎、  
 熊本、大分、宮崎、  
 鹿児島  

 沖縄総合事務局  
  経済産業部  
   商務通商課  

〒900-8530 
  沖縄県那覇市前島2-21-7 

 
 098-864-2321 

 
 沖縄  
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計画書の様式 
 
 
                                                                番 号 
                                                                年月日 
 
 
 
  ○○経済産業局長（又は沖縄総合事務局長） 殿 
 
 
                                                  団 体 の 長    印 
 
 
 

平成１８年度中小企業エネルギー使用合理化物流効率化対策費補助金 
（エネルギー使用合理化物流効率化対策事業）事業計画書 

 
 上記の件について、下記のとおり中小企業エネルギー使用合理化物流効率化対策費
補助金（エネルギー使用合理化物流効率化対策事業）事業計画書を提出します。 
 
 

記 
 
 
１．補助事業の目的及び内容 
     別紙のとおり 
 
２．補助事業に要する経費及び補助金交付希望額 
 (1) 補助事業に要する経費       円 
 (2) 補 助 金 交 付 希 望 額        円 
 
３．補助事業の経費の配分 
    別紙のとおり 
 
４．補助事業の開始及び完了予定期日 
   平成 年 月 日  ～  平成 年 月 日 
 
（注）１．本計画書に次の算式を明記すること。 
     補助金所要額－消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額＝補助金額 
      ２．本様式は、日本工業規格Ａ４判とすること。 
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 別紙 
 

物流効率化推進事業に係る中小企業エネルギー使用合理化物流効率化対策費補助
金（エネルギー使用合理化物流効率化対策事業）事業計画書 

 
１. 事業の目的及び内容 

別途記入例参照のこと 
 
２. 経費の配分  

   負 担 区 分  補助事 
 業の区 
 分 

  補 助 対 象 経 費 の 
 
  区 分  （内 訳） 

 補助事業 
 に要する 
 経費 

 補助対象 
 経費 

  自己負 
  担額 

  補助金 
  希望額 

 諸謝金      
  委員謝金     
 旅 費      

 委員旅費     
 調査旅費     

 

 職員旅費     
 庁 費      

 会議費     
 会場借料     
 通信運搬費     
 資料作成費     
 原稿料     
 印刷費     
 雑役務費     

 

 消耗品費     
 委託費      
      

 
 
 
 物 
 
 流 
 
 効 
 
 率 
 
 化 
 
 推 
 
 進 
 
 事 
 
 業 

 
 
 
 ① 
 
 調 
 
 査 
 
 研 
 
 究 
 
 ・ 
 
 基 
 
 本 
 
 計 
 
 画 
 
 策 
 
 定 
 
 事 
 
 業 

 小 計      

 

 
（注）委託費のある場合は、委託費の区分内訳欄に必要な費目に分類して記入すると
  ともに、別紙として委託事業内容明細書（委託する事業名、委託先、委託内容、
  委託理由、委託先選定理由、委託金額等を記載）を添付すること。 
   補助対象経費について積算明細書を添付すること。 
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   負 担 区 分  補助事 

 業の区 
 分 

  補 助 対 象 経 費 の 
 
  区 分  （内 訳） 

 補助事業 
 に要する 
 経費 

 補助対象 
 経費 

  自己負 
  担額 

  補助金 
  希望額 

 諸謝金      

 委員謝金      

 講師謝金     

 旅 費      

 委員旅費     

 講師旅費     

 調査旅費     

 

 職員旅費     

 庁 費      

 会議費     

 会場借料     

 通信運搬費     

 資料作成費     

 計画書作成費     

 ﾃｷｽﾄ作成費     

 実習研修資材費     

 雑役務費     

 消耗品費     

 

 備品費     

 委託費      

      

 
 
 
 物 
 
 流 
 
 効 
 
 率 
 
 化 
 
 推 
 
 進 
 
 事 
 
 業 

 
 
 
 ② 
 
 事 
 
 業 
 
 計 
 
 画 
 
 ・ 
 
 シ 
 
 ス 
 
 テ 
 
 ム 
 
 設 
 
 計 
 
 事 
 
 業 

 小 計      

 

 
（注）委託費のある場合は、委託費の区分内訳欄に必要な費目に分類して記入すると
  ともに、別紙として委託事業内容明細書（委託する事業名、委託先、委託内容、
  委託理由、委託先選定理由、委託金額等を記載）を添付すること。 
   補助対象経費について積算明細書を添付すること。 
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  負 担  区 分  補助事 

 業の区 
 分 

 補 助 対 象 経 費 の 
 
 区 分  （内 訳） 

 補助事業 
 に要する 
 経費 

 補助対象 
 経費 

 自己負 
 担額 

 補助金 
 希望額 

 諸謝金      

 委員謝金      

 専門家謝金     

 旅 費      

 委員旅費     

 専門家旅費     

 調査旅費     

 

 職員旅費     

 庁 費      

 借料・損料     

 会議費     

 通信運搬費     

 資料作成費     

 原稿料     

 報告書作成費     

 雑役務費     

 

 消耗品費     

 委託費      

      

 
 
 
 
 
 物 
 
 流 
 
 効 
 
 率 
 
 化 
 
 推 
 
 進 
 
 事 
 
 業 

 
 
 
 ③ 
 
 実 
 
 験 
 
 的 
 
 事 
 
 業 
 
 運 
 
 営 
 
 事 
 
 業 

 小 計      

 

 
（注）委託費のある場合は、委託費の区分内訳欄に必要な費目に分類して記入すると
  ともに、別紙として委託事業内容明細書（委託する事業名、委託先、委託内容、
  委託理由、委託先選定理由、委託金額等を記載）を添付すること。 
   補助対象経費について積算明細書を添付すること。 



 

 12

 
事業計画書「１．事業の目的及び内容」の記入例 
 
１．事業の目的及び内容 
 (１)事業の種類 

→ ①調査研究・基本計画策定事業、②事業計画・システム設計事業、 
③実験的事業運営事業のうち該当事業を記入 

 
 (２)団体の名称 

→ 名称（名称のない場合は参加者の連名）、所在地、連絡先、担当者名を記入 
 
 (３)団体の概要 

→ 形態（協同組合、社団法人等）、設立年月日、会員数、会員名簿（会員名、
 代表者、住所、資本金、従業員数、業種）、団体の目的・事業内容を記入 

 
 (４)事業の目的 
 
 (５)事業の具体的内容 

→ 実施地域、参加者数、参加者名簿、共同配送・共同流通加工・受発注システ
 ムの構築等の事業の具体的内容、事業のフロー図、イメージ図（実施前・実施
 後）、委員会等の開催予定などを詳細に記入 

 
 (６)事業の必要性・緊急性 
 
 (７)事業の効果 
 
 (８)これまでの取り組みの経緯 
  → ①調査研究・基本計画策定事業、②事業計画・システム設計事業を既に実施
     した、これまで業界内で勉強会を実施した、などの経緯を詳細に記入 
 
 (９)事業実施スケジュール 

→ 現状調査、データ収集・分析、プログラム設計、立ち上げ準備、共同輸配送
  、報告書作成など事業の段階に沿って、平成１８年度末までに事業が終了す
  るように表を作成 

 
 (10)委員会等の構成 

→ 委員会等のメンバー及び役職を記入 
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参 考 

 

中小企業技術革新（ＳＢＩＲ）制度による事業化支援について 

 

 本補助金（委託費）は、『中小企業技術革新（ＳＢＩＲ）制度』において平成１８

年度予算も引き続き「特定補助金等」として指定される見込みのものであり、「特定

補助金等」に指定された補助金等を交付された中小企業は、その成果を利用した事業

活動を行う際に、以下の支援措置の特例等を受けることができます。 

 

特許料等の軽減措置 

  本補助金（委託費）を受けて行う研究開発の成果に関連する特許を取得する場合、

研究開発終了後２年以内に出願されるものについて、特許料等の料金を１／２に軽

減する制度を利用することができます。 

詳しくは経済産業省産業技術政策課又はお近くの地方経済産業局にお尋ね下さ

い。 

 （経済産業省産業技術政策課：03-3501-1773） 

 

中小企業信用保険法の特例 

新事業開拓保険制度について、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な

特別枠などの措置を講じます。また、産業活力再生特別措置法に基づく、保証限度

額の別枠化も図られています。 

詳しくは全国信用保証協会連合会又は各都道府県信用保証協会にお尋ね下さい。 

 （全国信用保証協会連合会：03-3271-7201） 

                               

中小企業投資育成株式会社法の特例 

  中小企業投資育成株式会社からの投資対象について、 

  －資本の額が３億円を超える株式会社を設立する場合 

  －資本の額が３億円を超える株式会社が事業活動を実施するために必要とする

資金の調達をする場合  

 であっても投資を受けることができるようになります。 

詳しくは中小企業投資育成株式会社にお尋ね下さい。 

 （東京社：03-5469-1811、名古屋社：052-581-9541、大阪社：06-6341-5476） 

 

小規模企業者等設備導入資金助成法の特例（産業活力再生特別措置法に基づく措置） 

  貸与機関が実施する小規模企業設備資金制度の貸付割合を２分の１から３分の

２に拡充します。 

詳しくは、（財）全国中小企業設備貸与機関協会（03-5565-0845）又は各都道府

県等中小企業支援センターにお問い合わせください。 

 

中小企業金融公庫の特別貸付制度 

  特定補助金等の交付を受けて研究開発した技術を利用して行う事業について中

小企業金融公庫の特別貸付制度が受けられます。 

詳しくは中小企業金融公庫にお尋ね下さい。 

（ 東 京 03-3270-1260, 名 古 屋 052-551-5188, 大 阪 06-6345-3577, 福 岡

092-781-2396） 
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※  「産業活力再生特別措置法」の適用は、平成１９年度末までの間の措置となって

おります。 

※ 上記の支援措置は、補助金（委託費）審査とは別に各支援機関の審査を必要とし

ます。 

※ ＳＢＩＲ制度についての詳細はインターネットによる施策紹介 
     http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/sbir/17fy/index.html 
  又は、中小企業庁技術課（０３－３５０１－１８１６）にお問い合わせ下さい。 

 


